
１．補助対象の事前確認の徹底について

２．本年度設置分の申請スケジュール

・R7年12月1日以降に事業着手するものが対象（11月30日以前のものは補助対象外です）。
・R8年2月28日までに設置して申請するものが対象（3月1日以降は補助対象外です）。
・予算残額が不足した場合、早めに受付を終了する場合があります。
・令和7年度中に設置したものは上記の期間で完了するようにしてください。
・令和8年度事業は国交付金手続完了後の6月頃から開始していく予定です。
・事業は令和9年度までの予定です。

・環境省が構築しているもので、インターネットで簡易に診断できるサービスです。
 簡易な回答であれば数分で完了します。また、詳細な回答で精度が高まります。
 黒潮町役場環境政策室（TEL0880-43-2119）にご連絡いただければ、
 訪問員が日程調整の上、診断にお伺いすることもできます。

①以下のインターネットサイトへ接続（Google検索等でも出てきます）
 ↓ https://webapp.uchieco-shindan.jp/
②ポリシーに同意後、「自己診断スタート」クリック
 ↓
③光熱費の設問に回答し、「平均と比べる」クリック
 ↓
④「（後半）機器の使い方に進む」クリック
 ↓
⑤機器の使い方の設問に回答し、「おすすめの対策を見る」クリック
 ↓
（次項へ続く）

黒潮町省エネ家電設置補助金の注意事項

R7.12.10 R8.2.28 R8.4.1 R8.6月頃

３．うちエコ診断WEBサービス

・設置後に申請いただくため、申請した際に補助対象外が判明した場合、補助金が交付でき
ません。その場合、全額自己負担となります。
・思い違いによるトラブルが想定されますので、事前に補助対象となる事業内容か、必ずご
確認をお願いします。
・補助対象となるか不明な場合は黒潮町役場環境政策室（TEL43-2119）までご連絡くださ
い。

申請できる期間 申請できない期間 次年度開始予定

https://webapp.uchieco-shindan.jp/


⑥おすすめ対策のうち、取り組めるものの「取り組みたい」クリック
 ↓
⑦「結果を表示する」クリック
 ↓
⑧「レポートを印刷する」クリック
 ↓
⑨診断の結果が表示されるので印刷または画像保存して完了

以下、参考画像
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